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寄稿

病院図書館員認定資格のための必要条件

へルスサイエンス系図書館貝、特に病院で働

く図書館員にとって認定資格のための必要条件

とは何か、４年間にわたって検討された「病院

図書館員認定資格制度」の経験を参考に改めて

考えてみたい。

Ｉ．なぜ、「認定資格」を考えたか

まず、病院図書館員がなぜ「認定盗格」を考

えるに至ったか、その要因と背景について見て

みる。

病院図書館員の約60％は有資格者である。し

かし、無資格者はもちろんのこと、これら有資

格者も医学分野図書館員としては独自の教育訓

練を受けていない、いわばアマチュアである。

ところが、周知のように病院図番館の多くは

一人職場であり、職務上必要な知識技術が不十

分であるにもかかわらず、職場に配侭されると

同時に図書館員としての総合的な即戦力が要求

される。担当者交代時の引継期間も短く、前任

者の経験や知識も十分に引き継がれない｡また、

当然のことながら館内研修の機会もなく、年数

回の外部研修では断片的な知識、技術しか修得

できない。このことは、図書館員自らにとって

も、図書館機能の水準を維持していく上でも障

害となる。

また、一人職場という条件は、良くも悪くも

盗意'性が強い。よほど意識して仕事をしない限

り、日常業務に流されて知識や技術は陳腐化し、
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やスキルの変化に対応できなくなる。そこで、

系統だった教育・研修のシステム、継続教育の

システムをつくり、資質向上を図りたいという

職業上の必要性、学習意欲がまず「認定資格」

を考える根底にある。

もう一つが病院図書館や病院図書館員の医療

や社会の中での認知を求める気持ちである。病

院側諜館はその背景にそれほど確固とした法的

基盤を持たない。したがって、その運用は各病

院の裁鐘に任されており、位置づけが大変不安

定である。昨今、医療経営が厳しくなる中で、

病院図書館の存立や存続、図書館員の雇用や地

位保全に対する危機感は以前にも増して強く

なってきた。病院図書館員も他の医療専門職に

伍していけるような専門性の確立を図り、医療

の中に改めてその職分を位置づけるための努力

が必要になってきたのである。認定資格制度に

は、こうしたいわば外的な措置を考えることに

よって、状況改善の一助としたいという病院図

書館員の願いが込められている。

病院同普館員の認定資格を考える際には、こ

の二つの要請に応えられるものとすることがま

ず必要条件である。

Ⅱ．病院図書館員認定資格制度一取り組みの概

要一

先に、病院図書室研究会と近縦病院図書室協

議会で取り組んだ｢病院図書館貝認定盗格制度」

では、検討班および認定委員会を組織して、

｢認定資格制度」の是非とそのあり方、資格の

性格、教育プログラム、制度実施のプランが検

討された。
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実施プラン作成に先立って、検討班ではいく

つかの調査研究が行われた。病院図書館員の実

態・意識調査、病院図書館関連法規類の内容の

整理（病院図書館の役割規定と位置づけの確

認)、医療関連職種の認定資格に関する調査

(修得課題と資格認定のシステムの調査）と、

現行司書教育カリキュラムの調査（司書教育終

了者の受けた教育内容の確認)、海外医学図書

館員の資格、特にアメリカの状況の調査、その

他関連文献の収集などがその内容である。

これらを参考にして、その上で病院図書館員

に「認定資格制度」を作る必要性や意義がある

か、あるとすれば、どのような形が可能か等、

制度そのものの是非とあり方について検討がな

された。このうち、現行司書資格制度との関連

や資格の性格をどう考えるかという制度的な整

合性、基本的な問題がまず話し合われ、また、

認定母体についても、その実効性や継続性など

の点で多くの議論がなされた。

結論として、病院図書館員に認定資格を作る

意義はあり、その性格は「資格」認定とするこ

と、独自の資格ではあるけれど司書資格取得者

が条件であること（現行司書資格の担保)、当

面両会の認定資格とすることとしたのは周知の

とおりである。

Ⅲ．病院図書館員認定資格制度一教育プログラ

ムの検討一

教育プログラムの基本的な考え方は以下のと

おりである。レベルは病院図書館に初めて勤務

する者を対象に設定した。また、資格の更新は

重要なこととして、３年ごとの更新の際には、

資格取得のための修得課題とは別に、講習会そ

の他のプログラムを用意することになった。

資格取得時のレベルについては、さまざまな

意見があったが、病院図書館員の教育レベル、

環境、経験年数など一律ではないため、必要と

される基本的資質（知識や技術）を提示し、業

務標準化を図ることにした。こうした設定は、

専門職としての一定のスタートラインを示す意
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味もある。修得課題の検討に際しては、病院図

書館の基本業務の抽出とリストアップを行っ

た。

作成したプログラムの主な項目は、「病院図

書館情報学」「コンピュータ・リテラシー」「健

康科学」「研究」の４分野で、それぞれに細目

を設けた｡こうしてでき上がったプログラムは、

結果として、病院図書館で働くためには主題分

野の基礎的な理解、情報リテラシーの知識・技

術が必要なこと、また専門職として研究調査の

スキルが必要なことを示すものとなった。

一方、評価方法は最終的には試験の実施とし

たが、病院図書館員の実態に即して、試験の結

果よりも、むしろ学習過程を重視するニュアン

スが強いものとなっている。

Ⅳ、病院図書館員認定資格制度一実施プラン作

成に関する検討と企画書の作成一

実施方法は、当初は２年間にわたる通信教育

とスクーリングの併用を考えていたが、企画書

段階では資格試験とし、教材送付から１年間の

学習期間を設けている。できるだけ提供者、受

講者に負担の少ない方法を採用したためであ

る。しかし、この方法は、講習会やレポート提

出、自己チェックリストの提出等を併用したに

もかかわらず、必ずしも現場の図書館員の要求

を満たすものではなかった。この制度を利用し

てきちんとした学習をしたいと考えている人に

とっては内容が不十分であり、また「資格」の

意義を社会で通用するものとしたいと考える人

にとっては、認定母体が弱く、取得プロセスも

安易に過ぎるとの印象を与えたようである。

実施プラン作成にあたっては、東京および京

都で２回ヒアリング会を行い、認定試験の需要

調査を改めて行うなど、できるだけ多くの病院

図書館員の声を聞く機会を設けた。

こうした経過を経て企画書を作成した。主な

内容は、企画標題（｢病院図書館員認定資格試

験｣)、企画の目的（意義、時代背景とニーズ、

予想できる問題点)、企画概要（基本コンセプ



卜、対象、受験資格、期待される効果)、実施

要項（期間、募集人員、試験科目および内容、

講習会、試験日、場所、評価、認定、各種手続

き、受講料、資格の更新等)、実施スケジュー

ル、予算計画、広報活動、組織（スタッフと役

割分担）の各項目である。

ｖ・「認定資格」の意味

この試みの中で、私たちがまったく不十分な

がらもめざしたものは、専門職としての役割規

定であり､専門職としての品質保証(認定資格)、

品質管理（資格の更新、継続教育と資格のメン

テナンス)、ひいては専門職としての社会的認

知であった。病院という専門職の集団の中に

あって、職業的なアイデンティティを主張し、

周囲の理解と認識を深めてもらうためには、自

ら職分を明確にする必要があったからである。

このうち、もっともむずかしかったのが、役

割規定をどう考えるかであった。医療環境、情

報環境が激変するなかで、今までの役割をどの

ように整理し、また将来をいかに展望するか、

その見極めは困難な課題であった。ＥＢＭや患

者さんへの医学医療情報の提供などについて言

及されはじめたころ、インターネットが普及し

はじめたころでもあった。病院図書館をめぐる

こうした社会環境の変化は、図書館員の果たす

べき役割とも、「資格」とも決して無関係では

ない。時々刻々変化する時代の要請をどの程度

資格の内容に反映させるべきか、またどれだけ

的確に反映できるかなど、このことをめぐる悩

みは深かった。その後もめまぐるしく変化する

社会環境を考えると、今は図書館員の「資格」

を考える上ではたいへんむずかしい時代なのか

もしれない。

Ⅵ、専門職としての役割規定

病院図書館員の専門職としての役割規定につ

いては次の３つ、「医学医療情報の専門家」「デ

ジタル情報に関する専門家」「情報利用のため

の指導者」を挙げたい。
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まず、「情報」や「情報提供」を中心にして

医療各職種がその職分を広げ、関与を深めてき

つつある中、改めて「医学医療情報に関するス

ペシャリスト」としての役割を明確に打ち出す

ことが肝要である。そのためには、利用目的や

求められる情報の質、レベル、提供形態、スピ

ードなど、何であれ、利用者のニーズに臨機応

変に的確に応えられることが基本となる。また、

EBMの推進や患者・家族、さらには地域の人

たちへの情報提供など、医学医療の動向に沿っ

た活動－これはある種の啓蒙的な活動も含むと

思われるが－が展開できることも大切である。

ともあれ、「医療」の実践は、多くのスタッ

フの協同で行われるので、その一員として役割

を位置づけることは、医療への貢献、医療の質

の向上という意味でも有益だと考える。

もう一つが、デジタル情報を扱う専門家とし

ての側面である。一次情報、二次情報のデジタ

ル化が進み、インターネットの普及によって、

学術情報の生産や流通経路、利用のあり方にも

変化が見られるようになった。著作権や知的所

有権などに関しても事態は流動的である。こう

した情報媒体と情報の流通や利用形態の変化に

対応できる専門家として、図書館員の一つの役

割がある。その他、データベースの設計やイン

デクシングなど、検索機能と密接に関係する事

柄についても、利用者代表としてその専門性を

発揮すべきであろう。

最後が、教育的な役割である。各種検索

トゥールの使い方、ＥＢＭやCASP、新しい医

師研修制度へのコミットなど、教育的な役割は

以前にも増して重要になってきている。さまざ

まなコンサルテーションに応じられる資質は是

非とも身につけておくべきである。

こうした役割規定は、従来の図書館員の役割

の変革を図ることであり、病院図書館を医学医

療情報の知的インフラ､情報拠点として蘇らせ、

リニュアルすることでもある。病院では、司書

が既成の役割を守り、既得権益を守るだけでは

もはや職業としての発展は望めない。新しい動
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きを取り入れ、意識改革を促すことが火急の課

題で、新しい「資格」を作る意味はそうしたこ

とにあり、また「資格」はそうした役割を果た

すべきである。

Ⅶ専門職としての品質保証

では、医療の中で司書が専門職としてその立

場を主張するためには、どんな資質が要求され

るか。

まず、当然のことながら図書館情報学一般お

よび医学医療分野の基礎的な知識と情報リテラ

シーを身につけていることが必要である。先に

両会へ提出した報告書には各主題別に細目を挙

げたが、病院図書館に初めて勤務する者を対象

にしているため、やや総花的で、ＥＢＭやデジ

タル情報を扱う観点からは強化すべき箇所もあ

る。また、図書館の現場では教科書的・羅列的

な知識では対応できないことも多く、利用者と

のコミュニケーションや応用力・判断力などの

修練も課題として挙げるべきだったかもしれな

い。しかし、こうした病院図書館員の持つべき

資質の一覧とその品質を保証する、病院図書館

員の全体像と一定の水準・規格が社会に対して

明らかにされるということがまず第一歩ではな

いかと考える。

この認定資格制度を検討する際、多くの病院

図書館員から「資格」にふさわしい、恥ずかし

くない内容をという要望が出された。これは、

病院図書館員が資格の持つ社会的意義を強く意

識していることの一つの表れであり、このこと

は資格を考える際決して見過ごすことのできな

い点である。

皿専門職としての品質管理

次に重要なことは、こうした職業的品質のメ

ンテナンスをどう考えるかということである。

３つほど要件を挙げると、まず、知識や技術の

更新と評価を定期的に行い、これを義務づける

ことが肝要である。病院図書館員は通常仕事を

しながら、これらを身につけていくが、独学に

－２０－

Iま偏りと限界がある。こうした独学の欠点を是

正するためにも、「認定資格制度」という継続

教育のシステム、外部的な品質管理のシステム

があることは有益である。

また、調査研究活動は専門職にとっては欠く

ことができない要件の一つである。各種学会や

研究会での発表、論文発表はもちろんのこと、

自ら研究グループを組織して活動するといった

ことがもっと考えられてもよい。外部研究への

参画についても同様である。これら図書館員の

調査研究活動が評価されるシステムが望まし

い。それと同時に、社会活動の評価も併せてな

されるべきだと考える。職域外活動、たとえば、

さまざまな図書館情報関連の社会的な問題に対

する関わり、地域における職能を生かした活動

などの他、職能団体の役員歴なども評価対象に

加味するとよいかもしれない。

Ⅸ、専門職としての社会的認知

こうした個々の病院図書館員の資質向上を図

る傍ら、「医療」における位置づけを明確にす

るための努力が必要である。これまでも一人ひ

とりの図書館員は、それぞれの職場において、

利用者との間に信頼の糸をつないできた。しか

し、それは一本の細い糸で、病院図書館やある

いは病院図書館員といったシステムに対する信

頼というよりも、むしろ個人的な色彩がたいへ

ん強い。一個の職業としての自立度は必ずしも

高くないのが実情であろう。

一方、図書館員にとっても個々の利用者の向

こう側にある「医療」への関わり、効果といっ

たものがなかなか見えてこない。今必要なのは

具体的な「医療」への貢献、寄与を目に見える

形にする努力である。「医療の質の保証は大切

であり、そのために図書館の果たす役割は大き

い｣、お題目のようにこう唱えるだけでは何の

解決にもならない。成果や効果を目に見える形

にするための努力、またそれを計る方法論など

が研究されることが大事だと考える。いずれに

しろ、一つの「職業」としての主張が「資格」



によって達成できることが望ましい。

現在、病院においては「司書」という職分に

対する認識や理解は必ずしも十分とは言えな

い。これは、司書職が文部科学省の認定資格で、

病院ではなじみが薄いこと、そのため他の医療

関連職種に比べると存在感、存在意義が今ひと

つ暖昧なことが一つの理由である。したがって、

この仕事にことさらな専門性があるとも思われ

ていない場合も多く、誰にでもすぐに代わりが

できると認識されやすい。その結果、配転が無

造作に行われ、常勤司書が非常勤・パート・派

遣職員にとってかわられる。最近ではその傾向

はますます顕著である。

こうした種々の課題をクリアするには、個々

の図書館員の努力では限りがあり、制度的な助

けを必要とする。「資格」の一定の権威づけと

それを支える安定した基盤が必要である。病院

図書館員の多くが認定母体に強い関心を持ち、

｢国家資格」あるいは厚生労働省の「認定資格」

を希望するのはこうした理由による。さらに、

病院図書館や図書館員に関する法的な基盤につ

いても、基準も含めて、その内容の改善を働き

かけていくことが大切であり、資格制度がこう

した改善に向けての一つの端緒となることを期

待したい。

Ｘ･教育プログラムと認定のシステム

教育プログラムや修得課題、認定のシステム

は「資格」の内容を具体的に示すものとして重

要である。これを見れば、その「資格」が何の

ために作られたか、その目的がたいへんよくわ

かるからである。資格制度としては、「資格」

取得時に必要な修得課題とその更新プログラ

ム、二本立てのプログラムが用意されるべきで

ある。

よくあるグレード別のプログラム（コース）

は病院図書館に関しては当面あまり重要ではな

い。なぜなら、病院図書館員はグレードに関わ

りなく、現場で必要な知識や技術は修得すべき

だからである。また、グレード別の内容、評価
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の基準もなかなか設定しにくく、職域内でのグ

レードによる評価も期待できない。しかし、大

きなプログラムを分割して提供したり、学ぶ者

に達成意欲を持たせるためには一定の効果があ

り、さらに制度を成立させ継続されるためのや

むを得ない処置としての意味はあるのかもしれ

ない。病院図書館員にはこうしたグレード別プ

ログラム(コース）よりも、むしろ主題別のコー

ス、たとえば、ＥＢＭコースとか、利用者教育

コースなどの方が実際的である。

もう一つ大切なことは、課題修得のためのス

テップと評価方法が明快に示されることであ

る。なぜなら、現場の図書館員にとっては、図

書館学は実学で、技術の習得のためには暖昧な

研修は不必要だからである。また、この「資格」

を多くの人たちの間に広げるためにも、資格を

取得すると何ができ、取得のためにはどのよう

な知識や技術をどのように身につければよい

か、を明確にすることは必要である。少なくと

も、いくつかの必須の事柄に関してはそうした

方法論の研究、評価に関する研究が必要で、そ

の意味でＥＢＭやCASＰの手法には学ぶべきこ

とが多い。

それと同時に開かれた教育システムにするこ

とが、「資格」の公平性、「資格」の社会的意義

を高める意味でも重要である。病院図書館員認

定資格制度については、その認定母体を病院図

書室研究会と近畿病院図書室協議会の二つの団

体としたが、一番望ましいのは国や第三者機関

による「認定｣、つまり、認定される側と認定

する側が異なる設定にすることである。しかし、

当初からこれを実現することはむずかしいた

め、できるところから実績を積み上げることが

必要であろう。

Ｘ・資格制度の定着のために

「資格」は制度である。むずかしく考えると、

なかなか取り組めない。また、一度できあがる

と、それに伴う責任と義務が生じ、安定して継

続することが求められる。制度の発足や定着に
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Iま側面的な研究も必要であろう。たとえば、社

会の中におけるヘルスサイエンス系図書館員の

需給バランスや環境整備、医学医療情報に対す

るニーズの量的質的研究などは有用であり、必

要である。また、認定資格の内容やシステムは

当初より完全なものは望めないので、当面はそ

の見直しと改善について柔軟に対応できるシス

テムにしておくのがよいと思われる。

以上、病院図書館員認定資格のための必要条

件を挙げたが､資格のための十分条件としては、

資格取得者の「資格」にふさわしい実践とその

成果が何よりも大切である。

加．最後に

終わりにあたって､実現はしなかったものの、

｢病院図替館員認定資格制度」の検討に携わっ

た両会のスタッフを改めて紹介しておきたい。
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首藤佳子（検討班・認定委員会委員長）

河合富士美（検討班・認定委員会副委員長）

木下久美子（認定委員）

熊谷智恵子（認定委員）

田引淳子（検討班）

渡口恵子（検討班、認定委員）

林伴子（検討班、認定委員）

吉冨まち子（認定委員）

また、この事業を統括した両会の責任者は、

小田中徹也（病図協事務局長)、長谷川湧子

(病図研会長)、直江理子（病図研副会長）の各

氏である。

(この原稿は平成１４年１１月14日～15日、日本科

学未来館で開催されたInforum2002における

発表に若干修正を加えたものである｡）
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